
提出する写真の撮影における注意事項 

本事業で提出する各種写真の撮影について、注意事項を記載しています。 

撮影にあたっては、本書の記載事項をよく確認してください。 

 
 従前の設備は、全体が確認できる写真を撮影してください。 

 従前の設備とは異なる場所に新しい設備を設置する場合、従前の設備と新しい設備の設置予

定場所の外観全景が確認できる写真を撮影してください。 

※複数枚に分けて撮影しても問題ありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 従前設備の銘板ラベルが確認できる場合は、併せて撮影してください。 

新しい設備の設置予定場所 従前の設備 

従前の設備 銘板ラベル 


